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　 　 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
   【 請 求 項 １ 】 複 数 の 伴 奏 パ ー ト に よ る 自 動 伴 奏 を 行 な う 自 動 伴 奏 装 置 に お い て 、 前 記
複 数 の 伴 奏 パ ー ト そ れ ぞ れ に 対 応 す る 複 数 の 操 作 子 と 、 前 記 複 数 の 操 作 子 の う ち の い ず れ
か の 操 作 子 の 操 作 を 受 け て 、 操 作 さ れ た 操 作 子 と 、 そ の 操 作 子 が 操 作 さ れ た タ イ ミ ン グ に
お け る 自 動 伴 奏 の 状 態 と の 双 方 に 応 じ て 自 動 伴 奏 の 態 様 を 制 御 す る 伴 奏 制 御 部 と を 備 え た
こ と を 特 徴 と す る 自 動 伴 奏 装 置 。
   【 請 求 項 ２ 】 複 数 の 伴 奏 パ タ ー ン の 中 か ら 選 択 さ れ た 伴 奏 パ タ ー ン に よ る 自 動 伴 奏 を
行 な う 自 動 伴 奏 装 置 に お い て 、 複 数 の 伴 奏 パ タ ー ン の 中 か ら 操 作 に 応 じ て 所 望 の 伴 奏 パ タ
ー ン を 選 択 す る 操 作 子 と 、 い ず れ か の 伴 奏 パ タ ー ン の 自 動 伴 奏 中 に お け る 、 前 記 操 作 子 の
操 作 を 受 け て フ ィ ル パ タ ー ン の 演 奏 に 移 行 さ せ 、 該 フ ィ ル パ タ ー ン の 演 奏 終 了 後 に 、 前 記
操 作 子 の 、 前 記 フ ィ ル パ タ ー ン の 演 奏 終 了 時 点 に お け る 操 作 状 態 に 応 じ た 伴 奏 パ タ ー ン に
よ る 自 動 伴 奏 に 移 行 さ せ る 伴 奏 制 御 部 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 自 動 伴 奏 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
   ま た 、 上 記 本 発 明 の 自 動 伴 奏 装 置 の う ち の 第 ２ の 自 動 伴 奏 装 置 は 、 複 数 の 伴 奏 パ タ ー
ン の 中 か ら 選 択 さ れ た 伴 奏 パ タ ー ン に よ る 自 動 伴 奏 を 行 な う 自 動 伴 奏 装 置 に お い て 、 複 数
の 伴 奏 パ タ ー ン の 中 か ら 操 作 に 応 じ て 所 望 の 伴 奏 パ タ ー ン を 選 択 す る 操 作 子 と 、 い ず れ か
の 伴 奏 パ タ ー ン に よ る 自 動 伴 奏 中 に お け る 、 上 記 操 作 子 の 操 作 を 受 け て フ ィ ル パ タ ー ン の
演 奏 に 移 行 さ せ 、 そ の フ ィ ル パ タ ー ン の 演 奏 終 了 後 に 、 そ の 操 作 子 の 、 そ の フ ィ ル パ タ ー
ン の 演 奏 終 了 時 点 に お け る 操 作 状 態 に 応 じ た 伴 奏 パ タ ー ン に よ る 自 動 伴 奏 に 移 行 さ せ る 伴
奏 制 御 部 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
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